
全国勤労者スキー協議会 『傷害・救出基金』規程 

 

 第１章  総則 
 

第１条  目   的  この制度は全国勤労者スキー協議会（以下全国スキーという）及び、傘下の地方スキー協、

加入クラブが主催する行事中に発生した事故による傷害、捜索、救出などの経済的負担を軽

減するための相互共済扶助を目的とする。 

第２条  名   称  この制度の名称は、全国勤労者スキー協議会「傷害・救出基金」という。 
第３条  種   類  この制度には、一つの基金の中に「傷害」と「救出」の出資金、給付条件の異なる２種類を

置く。 
第４条  加入 資格  １、全国スキー協会員は「正会員」となることができる。 
            ２、全国スキー協などが主催する行事に参加する者で全国スキー協会員及び一般参加者は当

行事中の「一時会員」となることができる。 
第５条  加入 手続  １、出資金を指定の口座へ振り込む。 
            ２、指定様式の申請書に記入して、全国スキー協事務所に郵送する。 
第６条  会 員 証  正会員には会員証を交付する。 
第７条  共済 期間  １、正会員は、１１月１日から翌年の１０月３１日までの１年間を単位とする期間。 
            ２、一時会員は、全国スキー協などの主催する１行事期間中とする。（参加するための交通

機関を除く） 
第８条  効   力  第６条の加入手続きが完了した共済期間、及び１１月１日以降の手続き完了はその時点か効 

力を発し、１０月３１日までとする。 
 

第２章  傷害 
 
第９条  出 資 金  １、正会員は１年間大人６００円、子供と障害者は４００円と、３年間大人１５００円、子 

     供と障害者１０００円の２コースとする。（１年会員、３年会員） 
            ２、一時会員は１行事２日まで１００円、３日目よりは１日に付き１００円を加える。 
第１０条 共済 範囲  第１条で規程する行事中（往復の交通機関を除く）に発生した事故による傷害。 
第１１条 共済給付金  １、死亡又は廃失 ２０万円～５０万円 
            ２、損傷      ５千円～７万円 
            ３、入院及び通院時の支給（医療機関の証明が必要） 

イ、入院１日につき２０００円（３０日で打ち切り） 
ロ、通院１日につき１０００円（２０日で打ち切り） 
ハ、入院が２０日以上で、その後通院は合計３０日まで。 
ニ、入院が２０日未満で、その後通院は合計２０日まで。 
ホ、自宅療養は１日につき５００円、合計６日まで。 

第１２条 請求 手続  事故発生後３０日以内に、当該行事の責任者が次の書類を提出する。 
１） 傷害基金給付申請書 
２） 医療機関の証明書 
３） 入院及び通院証明書 
   ３）については当該行事責任者又は、所属クラブの代表者が責任をもって証明するこ

ととし、事故発生後９０日以内に提出する。 
 

第３章 救出 
 
第１３条 加 入 金  加入にあたっては、加入金１０００円を納付する。 
第１４条 出 資 金  １、正会員は年間３０００円以上１万円を限度とする。ただし、複数年にわたる前納（預か 

り金）を受け付ける。 
            ２、一時会員は１行事２日間までを１０００円とする。３日目からは１日２００円を加える。 



第１５条 共済 範囲  １、第１条で規程する行事中に発生した事故による救出に要した費用。 
 ２、加入者（正会員、一時会員）には第１０条の傷害を適用する。 
第１６条 共済給付金  １、正会員の給付金は実費とし、その限度額は初年度出資金の２００倍とし、継続加入１年 
              経過する毎に１０倍づつを追加し、１１年目以降はすべて３００倍とする。 
            ２、一時会員の給付金は実費とし、その限度額は３０万円とする。            
第１７条 継続 加入  給付金倍率の増加、及び、維持には継続加入が条件となる。 
第１８条 計画書提出  所定の計画書を行事実行の３日前までに、クラブは所属スキー協へ、地方スキー協は全国ス 

キー協へ提出しなければならない。 
第１９条 請求 手続  事故発生後３０日以内に当該行事責任者が、次の書類を提出する。 
            １）「救出」事故報告書・給付申請書 
            ２）捜索・救出費用明細・証明書 

３） 現場確認者の証明書 
第２０条 給付 制限  加入者が第１８条に抵触する場合、又は、別に定める「山スキー規範」に基づいていない場 

合は給付を受ける資格を失う。 
 

第４条 認定・給付 
 
第２１条 認定 手続  傷害対策部が書類などの確認審査を行い、環境・安全対策局の議を経て決定し、常任理事会 
            に報告する。 
第２２条 給   付  第２１条で決定された時は、ただちに申請者に送金するとともに書面をもって通知する。 
第２３条 時   効  事故発生日から３０日以内に申請がない時は、給付の義務は時効によって消滅したものとす 

る。但し、正当な理由があり期間内に安全対策局に連絡のあった場合はその限りではない。 
 
  付則 

１、 この規程に定めない事項については、本規程の主旨に反しない範囲で、細則などを常任理事会が決定実行す  

ることができる。細則などは決定後直近の全国理事会に報告する。 
２、 第1 条の目的に添う行事で個人賠償責任保険（あいおいニッセイ同和損害保険（株)取扱）の加入者には賠償 

事故発生に対し本人の受傷についても第10 条の傷害を適用する。      
３、 この規程の改廃は全国理事会が行う。 
４、 この規程は２０１４年１１月９日から実施する。 
                       １９７５年１１月１６日  制  定 （傷害対策基金規程） 

                       １９８９年 ６月１８日  制  定 （捜索・救出基金規程） 

                       １９９５年 ５月２１日  一部改正 （傷害対策基金規程） 

２００９年 ４月２６日  一部改正 （救出基金規程） 

        ２０１４年 １１月９日    一部改正 （付則改正） 

 
   「救出」 出資金額と給付金限度額 早見表   （単位 万円） 

出資金 初年度 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 10 年目 11 年以降

０.３ ６０ ６３ ６６ ６９ ７２ ７５ ７８ ８１ ８４ ８７ ９０

０.４ ８０ ８４ ８８ ９２ ９６ １００ １０４ １０８ １１２ １１６ １２０

０.５ １００ １０５ １１０ １１５ １２０ １２５ １３０ １３５ １４０ １４５ １５０

０.６ １２０ １２５ １３２ １３８ １４４ １５０ １５６ １６２ １６８ １７４ １８０

０.７ １４０ １４７ １５４ １６１ １６８ １７５ １８２ １８９ １９６ ２０３ ２１０

０.８ １６０ １６８ １７６ １８４ １９２ ２００ ２０８ ２１６ ２２４ ２３２ ２４０

０.９ １８０ １８９ １９８ ２０７ ２１６ ２２５ ２３４ ２４３ ２５２ ２６１ ２７０

１.０ ２００ ２１０ ２２０ ２３０ ２４０ ２５０ ２６０ ２７０ ２８０ ２９０ ３００

＊ 倍率のプラスは継続加入が条件です。中断後の再加入は初年度に戻ります。 

＊ １１年目が最高額となります。それ以降は同額となります。        


